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１ アクションプランの概要 

（１）策定の主旨と位置付け

「八王子ビジョン 2022 アクションプラン」は、基本構想・基本計画「八王子ビジョン

2022」に定めた６つの都市像（私たちが目指すまち）を実現するために掲げた 49 の施策

を計画的・効果的・効率的に推進するため、向こう３か年に実施する主要事業を示したも

のです。（下図の実施計画に該当します。） 

また、49施策の実効性を担保する毎年度の予算編成の指針となるものです。 

≪ 基本構想 ≫ 市政運営の基本的な運営指針であるとともに、あらゆる市民の諸活動の

よりどころとなるものです。 

◆ まちづくりの基本理念

「人とひと、人と自然が響き合い、みんなで幸せを紡ぐまち八王子」

◆ ６つの都市像（編）

・みんなで担う公共と協働のまち（第１編）

・健康で笑顔あふれる、ふれあい、支えあいのまち（第２編）

・活き活きと子どもが育ち、学びが豊かな心を育むまち（第３編）

・安心・快適で、地域の多様性を活かしたまち（第４編）

・魅力あふれる産業でにぎわう活力あるまち（第５編）

・一人ひとりが育てる、人と自然が豊かにつながるまち（第６編）

≪ 基本計画 ≫  基本構想に掲げる都市像を実現するための基本的な施策展開と目指す

姿を示すものです。計画の期間は、平成 25年度（2013年度）から令和

４年度（2022 年度）までの 10か年です。 

◆ 49の施策（節）

≪ 実施計画 ≫  基本計画に定めた施策を実現するための具体的事務事業などを示すも

のです。 

≪ 各年度予算 ≫ 実施計画などに基づき執行する事務事業の年度ごとの収支見積もりで

す。 

「八王子ビジョン 2022アクションプラン」 

「八王子ビジョン 2022」 

10 か年計画 

３か年計画 
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（２）計画期間

令和２年度（2020年度）から令和４年度（2022 年度）までの３か年とします。 

本プランは、社会経済状況の変化や国・東京都の動き、市民ニーズ、事業進捗を的確に

把握し、毎年度ローリングを行っています。 

（３）計画の構成

  今後３か年で実施する主要な事業を、基本構想に基づく６つの都市像、49 の施策体系

別に掲載するとともに、各年度における一般会計・各特別会計の計画額や健全な財政運営

を維持するための基金及び市債の残高を示しています。 

また、主要な事業を地域区分別に表記するとともに、重点項目に係る事業を一覧に取り

まとめて掲載するほか、基本計画における目標設定一覧等を巻末資料に入れています。 

（４）掲載事業

本プランの計画期間中に重点的に取り組む以下の項目を中心に、目指す姿の実現に寄与

する主要な事業や計画期間内における新規事業、充実を図る既存事業のほか、事業費を計

上せずに実施するマンパワー事業を掲載しています。 

≪重点項目≫ 

◆ 東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会成功への取組とレガシーの創出

◆ 次代を担う子ども・若者を応援

◆ 持続可能な地域社会の実現
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２ 財政見通し 

 

財政見通しについては、平成 29年度（2017 年度）に策定した中期財政計画の計画額を

基本としています。中期財政計画の策定の前提として、以下の項目を考慮しています。 

 

＜臨時財政対策債＞ 

・臨時財政対策債は、令和元年度（2019 年度）までの措置となっていますが、平成 13

年度（2001 年度）開始以降、継続的に延長されている状況を鑑み、令和２年度（2020

年度）以降も継続することを想定しています。 

 

＜歳入＞ 

・市税や税外収入、地方交付税などの一般財源は、横ばいで推移すると見込んでいます。

消費税率の改定により地方消費税交付金は増加すると見込めますが、本市は普通交付

税の交付団体であり、普通交付税にその分が反映されて減額となることから、一般財

源の総額には影響しないためです。 

・市債は、投資的経費の変動を見込み計上しています。 

・財源対策としては、市債全体の借入を管理しながら臨時財政対策債を活用するととも

に、財政調整基金繰入金を一定額活用しています。 

 

＜歳出＞ 

・扶助費は、生活保護費が減少するものの、障害福祉サービス利用者数の増により障害

者福祉費が、また、これまで保育施設を積極的に整備してきたことから保育所運営費

がそれぞれ伸びるため、確実に増加すると見込んでいます。 

・投資的経費は、新保健所の整備、新館清掃工場の建設、八王子駅南口集いの拠点整備

等の重要事業が本格実施となることから増加を見込んでいます。 

・繰出金は、介護保険や後期高齢者医療が被保険者数の増により増加で推移するものの、

国民健康保険事業は広域化と被保険者数の減により減少すると見込んでいます。 
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（１）歳入・歳出（性質）内訳

一般会計（歳入） （単位　百万円）

令和2年度 令和3年度 令和4年度
（2020年度） （2021年度） （2022年度）

計画額 計画額 計画額

89,723 88,648 89,145

16,712 17,055 17,055

3,860 4,560 4,260

39,474 43,972 39,284

27,988 29,837 28,380

326 1,826 2,426

1,500 1,000

15,919 20,033 15,849

5,100 5,100 5,100

9,347 9,347 9,346

203,349 215,278 205,745

一般会計（性質別　歳出） （単位　百万円）

令和2年度 令和3年度 令和4年度
（2020年度） （2021年度） （2022年度）

計画額 計画額 計画額

義務的経費 112,607 114,110 115,360

人件費 27,313 27,191 26,893

扶助費 72,653 73,743 74,849

公債費 12,641 13,176 13,618

投資的経費 24,299 34,584 23,544

繰出金 24,361 24,501 24,759

その他 42,082 42,083 42,082

203,349 215,278 205,745

（２）特別会計 （単位　百万円）

令和2年度 令和3年度 令和4年度
（2020年度） （2021年度） （2022年度）

計画額 計画額 計画額

56,978 55,949 54,431

14,076 14,650 15,360

44,096 46,304 47,843

147 141 141

16,556 16,983 16,558

208 208 208

404 255 249

132,465 134,490 134,790

（３）基金及び市債残高（全会計） （単位　百万円）
令和2年度末 令和3年度末 令和4年度末

（2020年度末） （2021年度末） （2022年度末）

23,262 22,124 20,085

9,081 7,592 6,604

197,892 206,802 211,257

計

区　分

市税

税外収入

地方交付税

国庫支出金

都支出金

市債

基金繰入金

その他

うち財政調整基金繰入金

うち臨時財政対策債

母子・父子福祉資金

下水道事業

土地取得事業

駐車場事業

計
注：借入金管理特別会計及び給与及び公共料金特別会計は、他会計を再計上しているため除いています。
注：下水道事業特別会計は、令和2年度（2020年度）より地方公営企業法を適用するため、参考に地方自治法
ベースの金額を記載しています。（※）

区　　分

基　　金

うち財政調整基金

市　　債

介護保険

区　分

計

区　分

国民健康保険事業

後期高齢者医療

注：基金及び市債残高の額は、令和元年度（2019年度）9月補正予算までを反映させて算出しています。

（※） （※） （※） 
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３ 基本計画体系図 

 

基本構想に基づく６つの都市像実現のため、49の施策を定め、体系化しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育て支援、子育ち支援 

親や子どもが育つ場の充実、地域のネットワークづくり 

学ぶ意欲と確かな学力を育む教育、豊かな人間性・社会
性を育む教育、一人ひとりのニーズに応じた教育、特別
支援教育の充実 

地域の力を活かした学校づくり、地域の力を高める学校
づくり 

豊かな学びに資する教育環境の充実、教育指導環境の整
備、学校の ICT 化の推進 

第 1 節 

第 2 節 
地域で子どもを育てる 
環境づくり 

第 1 節 生きる力を育む学校教育 

第 2 節 
地域とつながる学校 
づくり 

第 3 節 
学びやすい教育環境 
づくり 

３．活き活きと子どもが育ち、学びが豊かな心を育むまち 

17 

18 

19 

20 

21 

子育て・子育ち支援の充実 
 
全ての子どもが 
健やかに育つ 
地域づくり 

未来をひらく 

子どもを 

育てる教育 

１ 

２ 

基本理念 「人とひと、人と自然が響き合い、みんなで幸せを紡ぐまち八王子」 

自立支援の充実、社会参加の促進 

２．健康で笑顔あふれる、ふれあい、支えあいのまち 

09 

平和・人権意識の醸成、誰もが平等に安心して暮らせる
社会の推進、男女共同参画社会の推進 

介護保険、高齢者の医療制度、国民健康保険、国民年金、
生活保護 
 
地域で支えあう意識の醸成と参加のきっかけづくり、地
域で支えあう人材の育成・支援、地域で支えあう仕組み
の充実 

地域で自分らしく安心して暮らすための支援の充実、在
宅・施設サービスの充実 

健康づくりの推進、疾病予防対策の推進、母子保健の充実 

専門性の高い保健対策の推進、生活衛生の充実、保健行
政の推進 

地域医療体制の充実、救急医療の充実、在宅医療と介護
の連携 

第 1 節 
一人ひとりが尊重される 
地域社会の構築 

暮らしの相談・支援の充実、誰にでも分かりやすい情報 
提供、安全・安心な消費生活の推進、外国人市民への支援 

第 2 節 障害者への支援 

第 2 節 
暮らしの相談・支援の 
充実 

第 1 節 健康の維持・増進 

第 2 節 保健衛生の充実 

第 3 節 地域医療の充実 

第 3 節 高齢者への支援 

第 1 節 
人とひととが支えあう 
地域福祉の推進 

第 3 節 
社会保障制度の適正な 
運用 

08 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

誰もが心豊かに 

暮らせる 

市民生活の推進 

誰もが 

生きがいを持ち 

安心できる 

地域づくり 

保健医療の 

充実 

１ 

２ 

３ 

市民自治の 

推進 

都市像（編）：６ 

基本施策（章）：19 施策（節）：49 施策展開のための細施策 

第 1 節 積極的な市政情報の 
発信 

 第 2 節 市民サービスの向上 

広報活動の充実、シティプロモーションの推進、市政情
報の適正な管理、公文書の保存・活用 

広聴の充実、窓口サービスの質の向上、近隣自治体との
相互サービスの推進、電子自治体の推進 

地域コミュニティ活動の支援、地域の人材育成、市民セ
ンター・拠点事務所の役割の充実 

協働のための連携推進、学園都市の特性を活かした協働、
市民参加の推進 

第 1 節 地域コミュニティの 
活性化 

第 2 節 市民と行政の協働 

第 1 節 地方分権の推進 

第 2 節 持続可能な行財政運営 

第 3 節 人材の育成と活用 

計画行政の推進、定員管理の適正化、リスクマネジメン
トの強化、効率的な民間経営手法の活用、健全な財政運
営、財産の有効活用、市税等の適正な賦課と徴収、受益
者負担の適正化 

人事制度の充実、人材育成の推進 

分権時代に対応した政策立案機能の充実、効果的な事務
権限の移譲、大都市制度の活用 

02 

03 

04 

05 

07 

06 

１．みんなで担う公共と協働のまち 

市民が 

納得できる 

サービスの提供 

地方分権時代に 

ふさわしい 

行財政運営の推進 

３ 

２ 

１ 
01 
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34 

33 

35 

未来につながる 

文化の継承と創造 

自然と共生し 

地域の多様性を 

活かした 

まちづくり 

地域力を活かした

安全で安心な 

まちづくり 

快適で 

人にやさしい 

交通環境づくり 

地域経済を 

支える 

産業の振興 

まちの活力を 

創出する産業 

まちの魅力を 

向上させる産業 

一人ひとりが  

考え、ともに 

守る環境 

環境負荷の 

少ないまちづくり 

学びを活かせる 

生涯学習の推進 

都市像（編）：６ 

基本施策（章）：19 施策（節）：49 施策展開のための細施策 

文化芸術活動の支援、文化芸術の担い手の育成、八王子
の魅力を高める文化芸術の振興 

文化遺産等の保存・活用、伝統芸能の継承、歴史と伝統
文化を継承する場の充実 

都市間文化交流の推進、国際理解の推進 

交通環境の改善、交通渋滞の緩和推進、交通安全教育の推進 

自転車交通の推進、道路の安全・快適性向上 

広域・主要幹線道路の整備、近隣自治体等との連携強化 

バス交通の充実、既存鉄道の利便性向上 

都市基盤整備の推進、都市の防災機能の向上 

災害に対する備え、自助・共助体制の充実、危機管理対
策、防災情報の迅速な提供、関係機関等との連携強化、
復旧・復興体制の整備 

生活安全対策の充実、地域の防犯体制の充実、防犯意識
の向上、暴力団排除の推進 

持続可能なまちづくり、地域拠点の整備、主要駅周辺の
整備、まちなみ整備の推進、都市景観の推進、国・都の
未利用地等の活用 

ユニバーサルデザインのまちづくりの推進、都市緑化の
推進、快適な居住環境の整備、公園・緑地の整備・維持
管理 

産業振興にかかわる機関との連携、産学公連携の推進、
産業交流拠点の整備・促進と連携、人材の発掘と育成 

企業誘致の推進、中小事業者支援、流通機能集積の推進 

雇用・就労支援、若者などの雇用・就労促進、労働環境
の整備 

製造業・情報通信産業の振興 

起業者・創業者支援、新産業分野の事業創出支援 

中心市街地活性化の推進、商業の振興、観光地の魅力の
向上 

新たな観光資源の発掘・活用、都市型農業環境の整備、
林業の再生、地域ブランドの創出 

環境への正しい理解、体験を通した環境教育・環境学習
の推進 

環境を守るための人材の育成と活用、環境保全活動のネ
ットワークづくり 

CO２排出量の削減、再生可能エネルギーの普及促進 

ごみの発生抑制と資源化の推進、廃棄物の適正処理 

生涯学習環境の充実、図書館機能の充実、学習成果を活
かせる制度の充実 

スポーツ・レクリエーションの振興、スポーツ･レクリエ
ーション環境の整備と活用 

４．安心・快適で、地域の多様性を活かしたまち 

５．魅力あふれる産業でにぎわう活力あるまち 

６．一人ひとりが育てる、人と自然が豊かにつながるまち 

１ 

２ 

３ 

１ 

２ 

３ 

１ 

２ 

３ 

４ 

第 1 節 

第 2 節 

第 3 節 

第 1 節 

第 2 節 

第 3 節 

第 4 節 

第 1 節 

第 2 節 

第 3 節 

第 1 節 

第 2 節 

第 1 節 

第 2 節 

第 3 節 

第 1 節 

第 2 節 

第 1 節 

第 2 節 

第 1 節 

第 2 節 

第 1 節 

第 2 節 

第 1 節 

第 2 節 

豊かな心を育む市民 
文化の振興 

市民が誇れる歴史と 
伝統文化の継承 

多様な文化交流の推進 

交通環境の充実 

安全・快適な道路環境の
整備 

都市間交通網の整備 
促進 

公共交通の充実 

災害に強いまちづくり 

防災体制の充実 

防犯体制の充実 

計画的なまちづくり 

誰もが快適なまち 

づくり 

産業振興の体制強化 

企業支援 

就労環境の整備 

高度な技術の集積を 
活かした産業振興 

新産業の創出 

にぎわいにつながる 
産業の振興 

地域資源を活用する 
産業の振興 

環境を守るための意識 
の醸成 

環境保全活動の推進 

地球温暖化対策の推進 

循環型社会の構築 

市民がつながる生涯学習 

誰もが楽しめる生涯 
スポーツ・レクリエーション 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

自然と共生した 

安全で快適な 

環境 

水資源の保全と再生、生態系に配慮した憩いの水辺づく
り、良好な水質の保全、総合的な治水対策の推進 

みどりの確保、みどりの適切な管理と活用、人と多種多
様な生きものとの共生 ３ 

第 1 節 

第 2 節 

第 3 節 

健全な水循環の再生 

豊かなみどりの保全と 
活用 

安全で良好な生活環境 

の保全 

47 

48 

49 
大気汚染の防止対策、有害化学物質などの適正管理、騒 
音・振動の防止対策、良好な生活環境の確保、下水道機
能の維持向上 
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４　地域区分別の主な事業

（１）６地域別で実施する主な事業

【西南部地域】 
◆保育施設の整備促進《p.57》 

   民間保育所施設整備促進 

 

◆学童保育所の管理運営《p.60》  

   学童保育所施設整備 
 

◆国史跡八王子城跡の保存整備《p.80》  

   国史跡八王子城跡整備活用  

 

◆都市景観形成《p.86》  

   高尾山参道周辺地区屋外広告物景観適正化更新促進事業 

   高尾駅北口地区屋外広告物景観適正化更新促進事業 

 

◆高尾駅北口駅前広場及び南北自由通路等の整備《p.97》  

 

◆八王子南バイパス関連整備《p.103》  

 

◆新館清掃工場の建設《p.126》  

 

◆水辺づくりの推進《p.128》 

   高尾山口駅周辺整備 

【西部地域】 
◆給食センターの整備《p.66》  

 

◆市街化調整区域の集落における住民主体の 

  まちづくり支援《p.84》  

 

◆川口土地区画整理事業《p.86》  

  

◆泉町団地の建替《p.88》  

   

◆都市計画道路の整備（3・4・61号線）《p.98》  

 

◆圏央道八王子西インターチェンジ関連の基盤整備《p.102》  

 

◆北西部幹線道路（2工区）の整備（3・3・74号線）《p.102》  

【北部地域】 
◆保育施設の整備促進《p.57》 

   民間保育所施設整備促進 

 

◆屋外運動施設の管理運営《p.75》     

   滝ガ原運動場再整備 

 

◆中央自動車道八王子インターチェンジ 

  北地区周辺の基盤整備《p.102》   
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 ◆学童保育所の管理運営《p.60》  

   学童保育所施設整備 

 

◆給食センターの整備《p.66》  
       

◆いずみの森小中学校整備《p.70》 
 

◆屋外運動施設の管理運営《p.75》  

   富士森公園陸上競技場等改修 

 

◆甲の原体育館の管理運営《p.76》  

   甲の原体育館の機能拡充  

 

 

 
 

  

◆文化芸術の振興《p.77》  

   芸術文化会館改修 

 

◆八王子駅南口集いの拠点整備《p.87》  

 

◆公園の整備《p.90》  

   明神町広田公園整備 

   富士森公園の整備 

 

◆都市計画道路の整備（3・4・54号線（暁町））  《p.98》 

 

◆道路・水路補修センター管理《p.101》 

   （仮称）災害対策センターの整備 

  
   

【東部地域】   
◆保育施設の整備促進《p.57》 

   民間保育所施設整備促進 
 
◆学童保育所の管理運営《p.60》 

   学童保育所施設整備 

    

◆屋外運動施設の管理運営《p.75》 

   上柚木公園陸上競技場改修 

 

◆多摩ニュータウンの持続可能なまちづくり《p.84》 

 

◆多摩都市モノレールの整備促進《p.103》 

  

 

【東南部地域】 
◆学童保育所の管理運営《p.60》 

   学童保育所施設整備  

 

◆公園の整備《p.90》 

   長沼柿の木坂公園整備 

   片倉城跡公園整備 

 【中央地域】 ※中心市街地の主な事業は、次ページに掲載 
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※この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺2,500分の1地形図を利用して
　作成したものである。（承認番号）30都市基交著第92号

◆ （仮称）八王子駅周辺地区屋外広告物地域ルールづくりによる 

  景観形成の推進                 （p.86 都市景観形成） 

◆ 八王子観光コンベンション協会補助金       （p.114 ＭＩＣＥの推進） 

◆ 空き店舗改修費補助事業による中心市街地のにぎわい創出 

                                                    （p.114 中心市街地の活性化） 

◆ 魅力づくり支援事業による滞留拠点の整備等 

                                                    （p.114 中心市街地の活性化） 

◆ 中心市街地おもてなし通信環境（Wi-Fi）の管理 

                                                    （p.114 中心市街地の活性化） 

◆ 中心市街地再生に向けた住民主体のまちづくり支援 

                                                  （p.115 中心市街地の総合的な再生） 

◆ 中心市街地駐車場地域ルールの策定 

                                                 （p.115 中心市街地の総合的な再生） 

◆ 中心市街地のにぎわいに繋がる街路灯の整備 

                                                 （p.115 中心市街地の総合的な再生） 

◆ 八王子市はばたけ商店街事業補助金   （p.116 商店街の振興） 

◆ 意欲ある商店街･個店への支援          （p.116 商店街の振興） 

◆ イベント･フェスティバルによる活性化 

                                                    （p.118 新たな観光資源の整備） 

◆ 河川水量の確保             （p.128 水辺づくりの推進） 

 

 

中心市街地全体での事業 

（２） 中心市街地で実施する主な事業 
    －「八王子市中心市街地活性化基本計画」に基づく主な事業（関連事業含む）－ 

1 

◆ 夢・五房の管理 

   （p.114 中心市街地の活性化） 

◆ 西放射線ユーロード周辺のにぎわい創出  

                           （p.115 中心市街地の総合的な再生） 

 

◆ まちなか交流・活動拠点の管理  

                      （p.114 中心市街地の活性化） 
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※この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺2,500分の1地形図を利用して
　作成したものである。（承認番号）30都市基交著第92号

３ 

４ 

５ 

京王八王子駅 

JR八王子駅 

2 

◆ 保健所整備事業               （p.52 保健所管理運営） 

◆ 旭町・明神町地区周辺まちづくりの推進 

 ・ 旭町・明神町地区地区開発の推進 

 ・ 旭町・明神町地区内の都市基盤整備 
              （p.85 旭町･明神町地区周辺まちづくりの推進） 

  ・ れんが通り電線共同溝等整備 ④ 

  ・ 市道八王子134号線共同溝等整備 ⑤  

◆ 産業交流拠点の整備･促進と連携 

                                 （p.106 【マ】産業交流拠点の活用） 

◆ 八王子駅北口駅前広場改善 

       （p.97 八王子駅周辺交通環境の改善） 

◆ 八王子駅北口周辺の道路整備 

  ・ 富士見通り ①     （p.97 八王子駅周辺交通環境の改善） 

  ・ジョイ五番街通り ②         （p.99 道路の改良整備） 

  ・細街路 ③        （p.115 中心市街地の総合的な再生） 

◆ インフォメーションセンター・ 

(公社)八王子観光コンベンション協会による情報発信 

                                （p.116 観光資源情報の活用） 
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５　重点項目における新規・充実事業

【充】 広報課 22

【充】
多文化共生推進
課

37

【充】 指導課 66

【新】
オリンピック・パラ
リンピック推進室

74

【充】
オリンピック・パラ
リンピック推進室

74

【新】
スポーツ施設管
理課

76

【充】 学園都市文化課 77

【充】 学園都市文化課 78

【充】 文化財課 80

【充】 生涯学習政策課 82

【充】 産業政策課 114

【充】 観光課 116

【充】 観光課 117

【充】 観光課 118

（２） 次代を担う子ども・若者を応援

【充】 学園都市文化課 20

【充】 生活自立支援課 35

【充】
大横・東浅川・南大沢
保健福祉センター 50

【新】
看護専門学校総
務課

53

【新】
子どものしあわせ
課

56

【新】
子どものしあわせ
課

56

掲載頁

パパ・ママ子育て応援サイト＆アプリ＜子育てプロモーションの推進＞

大学コンソーシアム八王子＜学園都市づくり＞

自立相談支援＜生活困窮者の自立支援＞

産後ケア＜母子保健＞

＜高等教育の修学支援新制度への移行＞

子育てブランドブック＜子育てプロモーションの推進＞

（１）東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会成功への取組とレガシーの創出

掲載
区分

事業名 担当所管名 掲載頁

掲載
区分

事業名 担当所管名

東京２０２０大会に向けた取組推進＜東京２０２０オリンピック・パラリン
ピックに向けた取組推進＞

八王子観光コンベンション協会補助金（人件費）＜一般観光の推進＞

観光産業振興事業の推進＜新たな観光資源の整備＞

＜青少年海外交流＞

多摩伝統文化フェスティバル開催＜文化芸術活動の推進＞

インフォメーションセンターの管理運営＜観光資源情報の活用＞

外国人へのコミュニケーション・生活支援＜多文化共生の推進＞

国際スポーツ大会開催支援＜東京２０２０オリンピック・パラリンピックに
向けた取組推進＞

学園都市文化ふれあい財団文化振興事業助成＜文化芸術活動の推
進＞

＜新郷土資料館の整備＞

八王子観光コンベンション協会補助金（MICE開催支援費）＜MICEの推
進＞

学校企画事業の推進＜国際理解教育の推進＞

広報紙作成＜広報活動＞

甲の原体育館の機能拡充＜甲の原体育館の管理運営＞
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掲載頁
掲載
区分

事業名 担当所管名

【新】 児童青少年課 57

【充】
子どものしあわせ
課

57

【充】
子ども家庭支援
センター

58

【充】
子ども家庭支援
センター

58

【充】 保育幼稚園課 58

【充】 保育幼稚園課 58

【充】 保育幼稚園課 59

【充】 保育幼稚園課 60

【充】 児童青少年課 60

【新】
子どものしあわせ
課

61

【新】 児童青少年課 61

【充】 児童青少年課 62

【充】 児童青少年課 62

【充】 生涯学習政策課 63

【充】
子どものしあわせ
課

63

【充】 指導課 65

【充】 教育支援課 66

【新】 指導課 67

【充】 指導課 67

【充】 教育総務課 71

【新】
路政課・建設課・
補修センター

101

（３） 持続可能な地域社会の実現

【新】 協働推進課 18防犯カメラ維持管理補助金＜町会・自治会活動支援＞

園外活動における安全対策＜交通安全施設の整備＞

掲載
区分

事業名 担当所管名 掲載頁

アシスタントティーチャーの配置＜学力向上＞

＜奨学金の支給＞

＜がん教育の推進＞

学校と家庭の連携推進事業＜家庭との連携＞

情報教育の基盤整備＜情報教育の基盤整備＞

若者総合相談窓口＜青少年問題対策＞

若者自立就労支援＜青少年問題対策＞

青少年立ち直り支援＜青少年問題対策＞

＜放課後子ども教室（放課後子どもプラン）＞

地域子ども支援活性化事業＜子育て親子支援＞

民間保育所運営＜保育サービスの推進＞

運営費＜市立保育所の管理運営＞

学童保育所施設整備＜学童保育所の管理運営＞

児童虐待防止ネットワーク＜地域子ども・子育て支援＞

＜幼児教育センターの運営＞

医療的ケア児支援事業＜幼児教育・保育の質の向上＞

高校生によるまちづくり提案事業＜次世代育成支援＞

民間保育所施設整備促進＜保育施設の整備促進＞

ショートステイ・トワイライトステイ＜地域子ども・子育て支援＞

紙おむつ園内処理推進＜保育サービスの推進＞
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掲載頁
掲載
区分

事業名 担当所管名

【充】 都市戦略課 22

【充】 情報管理課 25

【充】 都市戦略課 26

【充】 都市戦略課 26

【新】
情報管理課・税制
課・住民税課・資産
税課・納税課

29

【充】 職員課 30

【充】 福祉政策課 33

【充】 男女共同参画課 34

【充】 保険年金課 38

【充】 福祉政策課 40

【充】 福祉政策課 41

【充】 障害者福祉課 43

【充】 障害者福祉課 44

【充】 高齢者福祉課 45

【新】 高齢者福祉課 46

【充】 高齢者福祉課 46

【新】
高齢者いきいき
課

47

【充】 高齢者福祉課 47

【充】 成人健診課 49

【充】 福祉政策課 54

【充】 保健給食課 69

【新】 生涯学習政策課 72

【充】 都市総務課 84

【新】 土地利用計画課 85

【新】 土地利用計画課 85

【新】 まちなみ景観課 86

恩方地区土地活用基礎調査＜都市計画調査＞

市街化区域における住民主体のまちづくり支援＜集約型都市づくり＞

高尾山参道周辺地区屋外広告物景観適正化更新促進事業＜都市景

観形成＞

がん検診等＜健診・検診の推進＞

＜自動体外式除細動器（AED）配備＞

小学校通学路への防犯カメラ管理＜子どもの安全対策＞

社会人の学び直し支援（リカレント教育の促進）＜生涯学習の振興＞

＜多摩ニュータウンの持続可能なまちづくり＞

認知症高齢者等社会参加活動体制整備＜包括的支援事業＞

（仮称）認知症理解促進事業＜包括的支援事業＞

＜高齢者あんしん相談センター整備＞

高齢者見守り相談窓口運営＜高齢者在宅生活支援サービス＞

成果連動型ICT活用促進事業＜人材の確保・定着・育成＞

【マ】＜国民健康保険データ活用事業＞

施設の管理・運営＜地域福祉計画の推進＞

地域福祉推進拠点の運営＜社会福祉協議会補助金＞

コミュニケーション支援＜障害者自立支援＞

＜身体障害者手帳の交付＞

＜地域づくり推進事業＞

【マ】＜総合税システム再構築＞

採用試験経費＜人事管理＞

成年後見制度活用＜成年後見支援＞

男女共同参画センター運営＜男女共同参画の推進＞

＜都市の魅力の創造・発信＞

効果的なICT活用事業＜ICT活用＞

政策立案機能の充実＜政策立案機能の充実＞
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掲載頁
掲載
区分

事業名 担当所管名

【充】 まちなみ景観課 86

【充】 まちなみ景観課 86

【新】 住宅政策課 89

【新】 住宅政策課 90

【充】 公園課 90

【新】 防災課 93

【充】 防災課 93

【充】 防災課 93

【新】 防災課 94

【充】 都市計画課 95

【新】 防犯課 96

【充】
路政課・管理課・
補修センター

101

【新】 補修センター 101

【新】 企業支援課 107

【充】 産業政策課 109

【充】 産業政策課 116

【新】 農林課 119

【新】 農林課 120

【充】 環境政策課 124

【充】 ごみ減量対策課 125

【新】 ごみ減量対策課 126

【充】
戸吹クリーンセン
ター

127

※事業名は細事業名を記載しており、 ＜　　＞内は中事業名となっている

※【マ】は事業費を計上せず実施する事業

※掲載区分の 【新】は新規事業、【充】は既存事業で拡充を図るもの

森林経営管理に係る意向調査＜民有林振興＞

再生可能エネルギーの普及促進＜再生可能エネルギーの普及＞

情報紙・イベント啓発＜ごみ減量の推進＞

剪定枝資源化事業＜資源物の分別収集＞

戸吹清掃工場分＜ごみ等の焼却・破砕処理＞

（仮称）災害対策センターの整備＜道路・水路補修センター管理＞

中小企業の事業承継支援＜中小企業等の活性化支援＞

就職促進＜就業支援＞

商店街防犯カメラ維持管理経費補助＜商店街の振興＞

人・農地プランの策定＜農業環境の整備＞

消防団管理経費＜消防団運営＞

特設公衆電話整備＜防災行政ネットワークの整備＞

都市復興マニュアルの改定＜都市復興マニュアルの活用＞

再犯防止推進計画の策定＜再犯防止の推進＞

交通安全施設の維持＜交通安全施設の整備＞

＜空き家の発生抑制普及啓発・相談事業＞

＜分譲マンションの適正な管理の促進＞

公園施設の維持＜公園の整備＞

消防団運営　管理運営費（加入促進）＜消防団運営＞

消防団運営　人件費＜消防団運営＞

景観意識の啓発＜都市景観形成＞

（仮称）八王子駅周辺地区屋外広告物地域ルールの策定＜都市景観
形成＞
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